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民生局健康部 保健所企画課（防疫企画担当） 

 

   新型コロナウイルスワクチン接種事務に関する個人情報保護評価（PIA）の 

   経過と再評価について（補足説明） 

 

１ 概要（経緯と変更された機能） 

本件は、21 年 11 月に手続きを経てホームページ公開済みの 

「新型コロナウイルス感染症対策に係る予防接種に関する事務に係る特定個人情報保護評価書」 

について、新たな機能実装（接種証明書の電子交付機能およびコンビニ交付）のため、 

再評価を実施するものです。 

 

予防接種事務において、接種記録は紙の予診票を記録の原本としておりますが、接種記録を速や

かに記録連携するため、国が予防接種記録管理システム（VRS）を導入し、各自治体の予防接種台

帳システムと連携しています。 

この VRS では特定個人情報を使用するため、本市においても令和３年 11 月に特定個人情報保

護評価の全項目評価を実施したところですが、その後、VRS に以下の機能が追加されました。 

 

①接種証明書の電子交付機能（令和３年１２月機能実装） 

②接種証明書のコンビニ交付機能（令和４年８月機能実装） 

 

特定個人情報（マイナンバーを含む個人情報）を取り扱う事務については、特定個人情報ファイル

の取扱いに伴う特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、リスク対策を行

うべく、個人情報保護評価（PIA）の実施が必要で、また、取り扱いに変更がある場合には再評価を

行う必要があります。 

 

通常、個人情報保護評価を行った事務の再評価・評価書の公開については、事務開始前に行うべ

きものですが、機能追加に係る国の説明会、通知等で 

 

「国民のきめ細やかなニーズに対応すべく早急に構築する必要があり（緊急性）、事前に評価を 

実施することが困難な状態にある場合には、事後評価の適用対象にもなり得るものと考えられる。」 

 

との見解が示されていたため事後評価と取扱い、今般、再評価の手続きとして評価書の点検をご

依頼したものです。 

 

なお、今回の変更部分は、上記のとおり VRS の機能追加のみであり、予防接種事務と本市の 

台帳システムの運用についての変更はありません。 

資料２－２ 
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２ 追加された機能 

①接種証明書の電子交付機能 （自治体向け説明会資料（※）より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ワクチン接種証明書発行手続き第 3 回自治体説明会（R3.9.24）資料より抜粋 
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②接種証明書のコンビニ交付機能 （自治体向け説明会資料（※）より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ワクチン接種証明書発行手続き第５回自治体説明会（R４.４.28）資料より抜粋 
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（参考）システムの全体像 

 


